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１． 件名：島根原子力発電所２号機の地震等に係る新規制基準適合性審査（特 
定重大事故等対処施設）に関する事業者面談 

 
２． 日時：令和４年９月７日（水） １３時００分～１３時４０分 

 

３． 場所：原子力規制庁９階耐震会議室 

 

４． 対応者 

原子力規制庁 ７名 

中国電力株式会社 東京支社電源グループ担当者 ６名 

 
５． 議事要旨 

（１）中国電力株式会社（以下「中国電力」という。）から、平成 28 年７月４

日に申請のあった島根原子力発電所２号炉の設置変更許可申請（特定重

大事故等対処施設）のうち、令和４年２月 28 日の設置変更許可申請の補

正を踏まえた、審査事項に係る資料提出及び説明のスケジュールについ

て説明があった。 

（２）原子力規制庁は、中国電力が考える効率的な審査の進め方として希望し

ている審査項目の説明順序及び現在の資料の準備状況等を確認した。ま

た、それぞれの審査項目の資料の準備が整い次第、説明を行うよう中国

電力へ求めた。 

（３）上記に対して、中国電力から了解した旨の回答があり、本日提出資料に

ついては、面談における確認事項を踏まえて、スケジュールを更新し提

出する旨の回答があった。 

 

６． 提出資料 

・島根原子力発電所２号炉 特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源

設備（３系統目）に係る審査の進め方について（地震・津波関係） 

 

 ※ 提出資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条に定める

不開示情報を含むため、平成２７年１月１４日原子力規制委員会「特定重大事

故等対処施設に関する審査の取扱いについて」を踏まえ、非公開とします。 


